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人
事
委
員
会
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　
　
　

　

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中

「

「

課
長
、
所
長
、
室
長
（

人
事
委
員
会
が
指
定
す

五
種

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

る
職
に
あ
る
も
の
）　

を

課
長
、
所
長
、
室
長　

五
種

に
改
め
、

室
長

六
種

」

」

同
表
の
教
育
委
員
会
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
加
え
、
「
室
長
、
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
条
例
第
十
三

条
の
六
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下

「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
改
め
、

「
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
第
八
条
の
三
に
定
め
る
駐
車
場
等
た
る
要
件
を
具
備
し
て
い

る
こ
と
及
び
駐
車
場
等
の
料
金
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

妊
娠
中
の
女
性
職
員

　

第
八
条
の
四
を
第
八
条
の
七
と
し
、
第
八
条
の
三
を
第
八
条
の
六
と
し
、
第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条

を
加
え
る
。

　

（
駐
車
場
等
の
施
設
）

第
八
条
の
三　

条
例
第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
駐
車
場
等
は
、
次
の
各

　

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

勤
務
公
署
の
周
辺
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
、
若
し
く
は
改
定
す
る
手
当
額
の
基
礎
と

　
　

な
る
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
経
路
上
に
あ
る
交
通
機
関
の

　
　

駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

（
人
事
委
規
則
）
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二

　

二　

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の

　
　

部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
自
転
車
の
駐
車
の
た

　
　

め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

　

三　

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

　
　

者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な

　
　

る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
施
設
で
な
い
こ
と
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
状
況
、

　

職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

　

人
事
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
要
件
と
す

　

る
。

　

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
職
員
）

第
八
条
の
四　

条
例
第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
同
条
第
一
項

　

第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員
で
、
第
八
条
の
七
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
）

第
八
条
の
五　

条
例
第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
一
箇
月
当
た
り

　

の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

　

め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。

　

一　

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
　

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　

イ　

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合　

当
該
料
金
の
額

　
　

ロ　

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が
二
以
上
の

　
　
　

月
に
わ
た
る
場
合　

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

　
　
　

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

人
事
委
員
会
が
定
め
る
額

　

二　

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合　

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

　
　

定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車

場
等
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
改
め
、
「
等
の
額
」
の
下
に
「
若
し

く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
条
の
四
第
一
号
」
を
「
第
八
条
の
七
第

一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

（
人
事
委
規
則
・
告
示
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
（
職
員
の
給

　

与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
三
条
に
よ
る
改

　

正
後
の
条
例
第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
で
人
事
委
員
会
規
則

　

で
定
め
る
も
の
」
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
そ
の
他
の
施

　

設
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
は
、
こ

　

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を

　

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
二
百
四
十
六
番
地

　
　
　
　

井
脇　

昭
次
郎

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
四
百
三
番
地
四

　
　
　
　

髙
﨑　

照
紀

　
　
　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
梶
寄
浦
百
六
番
地
三

　
　
　
　

岡
部　

洋
信

　

２　

加
入
区

　
　
　

東
中
浦
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
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十
七
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三

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
鶴
見
大
字
地
松
浦
二
百
六
番
地
十
六

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
鶴
見
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
臼
杵
大

南
線

大
分
市
大
字
中
戸
次
字
佐
柳
四
二
三
一
番

三
か
ら

大
分
市
大
字
中
戸
次
字
佐
柳
四
二
三
五
番

二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

五
・
五　
　

～　

四
・
七

メ
ー
ト
ル

六
九
・
二

後

六
・
二　
　

～　

五
・
〇

六
九
・
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

（
告
示
）

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

一
般
国
道
三

八
七
号

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
八
番
二
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
三
番
六
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
〇
・
二　
　

～
一
一
・
八

メ
ー
ト
ル

一
〇
八
・
二

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
ノ
上
一
二
四

一
番
三
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
ノ
上
一
二
四

三
番
四
ま
で

後

三
一
・
〇　
　

　

 

～
一
八
・
六

一
〇
八
・
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
八
七

番
二
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
二

番
二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
五
・
七　
　

　
　

～　

九
・
六

メ
ー
ト
ル

一
二
七
・
六

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
八
八

番
二
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
二

番
三
ま
で

後

一
八
・
六　
　

　

 

～
一
二
・
〇

一
二
七
・
六



令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報

四

主
要
地
方
道

山
香
院
内
線

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
四

番
二
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
五

番
二
ま
で

前

一
二
・
四　
　

　

 

～　

九
・
五

六
三
・
八

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
四

番
五
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
下
毛
字
知
野
一
一
九
五

番
四
ま
で

後

一
五
・
〇　
　

　

 

～
一
一
・
九

六
三
・
八

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
田
野
庄
内
線

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
一
五
番
三
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二
八
番
一
三
ま
で

令
八
・　

三
・
一
七

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
地
区
の
表
中

（
告
示
）

「

」

一
〇
八

附
属
地

五
、
九
八
五

平
方
メ
ー
ト
ル

を

「

」

一
〇
八

附
属
地

五
、
九
八
五

平
方
メ
ー
ト
ル

に

一
〇
九

コ
ン
テ
ナ
ク

レ
ー
ン
二
号
機

一
基

つ
り
上
げ
荷
重

　

約
五
一
ト
ン

定
格
荷
重

　

コ
ン
テ
ナ
三
〇
・
五
ト
ン

改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
区
域

の
名
称　

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

市
町
村

大
字

字

地　

番　

又　

は　

区　

域

中
川
原　

日
田
市

大
山
町

西
大
山

岩　

ノ

下
、
城

ノ
上
、

横
田
及

び
年
出

次
の
一
点
か
ら
十
四
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

十
四
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
七
〇
六
九

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
二
秒
二
八
三
五

二
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
六
三
五
八

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
二
秒
二
四
五
五

三
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
四
八
七
三

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
一
秒
六
五
五
三

四
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
〇
一
六
〇

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
〇
秒
七
七
六
五

五
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
五
六
二
〇

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
〇
秒
六
〇
一
〇



令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報

五

六
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
七
七
三
三

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
〇
秒
五
〇
五
〇

七
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
四
秒
九
九
〇
四

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
九
秒
八
四
二
六

八
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
五
秒
〇
一
〇
〇

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
八
秒
九
七
七
九

九
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
六
秒
一
八
九
五

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
九
秒
三
二
六
六

十
点　
　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
六
秒
二
九
〇
五

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
九
秒
二
八
〇
七

十
一
点　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
六
秒
四
五
四
四

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
九
秒
三
三
五
七

十
二
点　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
六
秒
六
一
二
四

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
四
九
秒
六
〇
八
一

十
三
点　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
六
秒
三
八
六
二

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
〇
秒
三
五
三
四

十
四
点　

北
緯
三
三
度
一
五
分
二
五
秒
八
〇
四
二

　
　
　
　

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
五
一
秒
七
四
七
七　

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
区
域

の
名
称　

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

市
町
村

大
字

字

地　

番　

又　

は　

区　

域

迫　
　
　

宇
佐
市

院
内
町

温
見　

横
椽
、

奥
鍋
ノ

上
及
び

迫　
　

次
の
一
点
か
ら
十
一
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

十
一
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
七
秒
八
一
九
九

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
五
秒
三
四
八
七

二
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
九
秒
〇
三
〇
六

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
四
秒
五
七
一
七

三
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
一
〇
秒
三
二
〇
一

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
五
秒
五
四
二
九

四
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
一
一
秒
二
九
四
八

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
六
秒
三
九
九
四

五
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
一
〇
秒
六
五
三
二

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
八
秒
四
四
三
四

六
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
一
〇
秒
二
二
六
九

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
八
秒
四
九
八
八

七
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
九
秒
八
八
五
四

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
八
秒
四
二
五
四

八
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
九
秒
二
五
六
五

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
七
秒
四
七
八
八

九
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
九
秒
一
八
四
四

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
六
秒
二
二
三
九

十
点　
　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
八
秒
五
七
九
八

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
六
秒
一
七
三
二

十
一
点　

北
緯
三
三
度
二
三
分
〇
八
秒
一
六
〇
七

　
　
　
　

東
経
一
三
一
度
一
五
分
四
五
秒
九
六
四
八

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
分
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

大
分
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　

（
汚
水
）

（
告
示
）



令
和
八
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報

六

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　

（
雨
水
）

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
八
号
、
平
成
三
年

　
　

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示

　
　

第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七

　
　

十
一
号
、
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
、
令

　
　

和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
、
令
和
四
年
大
分
県
告
示
第
二
百
十
四
号
、
令
和
五
年
大
分
県

　
　

告
示
第
百
七
十
一
号
及
び
令
和
七
年
大
分
県
告
示
第
百
八
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
津
守
字
中
道
、

　
　

字
下
ノ
洲
、
字
古
川
、
字
川
原
ノ
上
、
字
富
岡
、
字
揚
ケ
、
字
外
地
、
字
新
平
ヱ
土
井
、
字
宮
ノ
西
、

　
　

字
宮
ノ
前
、
字
御
屋
敷
、
字
公
門
園
、
字
柳
ケ
内
、
字
中
村
、
字
雄
城
田
、
字
舟
綱
、
字
平
田
、
字
塔

　
　

ノ
平
、
字
守
岡
、
字
後
ケ
迫
、
字
正
蓮
寺
及
び
字
立
石
尾
の
各
一
部
、
字
積
ノ
下
、
字
小
太
畑
、
字
上

　
　

薮
下
、
字
川
原
、
字
波
戸
下
、
字
岸
ノ
下
、
字
峰
元
、
字
高
畑
、
字
立
小
路
、
字
横
小
路
、
字
海
七
、

　
　

字
木
ノ
下
、
字
田
代
、
字
鳥
越
及
び
字
山
ノ
下
の
全
部
、
大
字
曲
字
小
森
岡
、
字
迫
、
字
ク
エ
戸
、
字

　
　

友
広
及
び
字
犬
飼
の
各
一
部
並
び
に
字
平
野
の
全
部
を
追
加
す
る
。

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

（
告
示
）


